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外国 人居住者の リテ ラシー 問題 と言語管理

一外 国人相談所 の相談事例 の分析 ―

金子信子
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要旨

日本に在住す る外国人の リテラシー問題 は表記や文章の理解 のみではな く社会的

実質行動への参加 の面か ら考える必要がある。書き言葉使用を社会的・状況的に捉

えた場合、ネ ッ トワー ク上の人物 も重要な要素 となる。本研究では、外国人相談所

の相談員 を対象に、書類手続きな ど書き言葉使用が関わる相談について聞 き取 り調

査を行 つた。外国人居住者の リテラシー問題は生活相談の中に埋 め込まれ、相談員

による支援 は、制度的手続 き方法の選定のよ うに、テ クス ト使用場面に参加す る以

前の段階か ら行われていた。手続 き等の実質行動に参加す るための各段階で、相談

員は外国人相談者の様 々な問題を認識 し、管理を行つていた。

1  は じめ に

外国人居住者 1)に とって 日本語の書き言葉は理解が困難なものの一つであ り、識

字問題 としても指摘 されている (田 中 1991、 野元 1999)。 ただ し、識字や リテラシ

ーとい う言葉は、外国人居住者に関 しては生活のための総合的な 日本語能力 とい う

意味で用い られ ることも多い (小 野 1991、 阿久澤 1993、 石井 1998、 識字 。日本語

連絡会 2004)。 その よ うな捉え方の意義は大きいが、書き言葉使用の観点か らの具

体的な考察 も進め られ るべきである。本論では、書き言葉使用 に重点を置いたもの

として リテ ラシーを扱 うが、リテ ラシー問題 を実態 として把握す るには、表記や文

章の理解 のみではな く、言語 (文 法)行動 と社会言語行動を含む実質行動 (ネ ウス

トプニー 1995)か ら捉 える必要がある。また、言語問題 には、個人や組織 な ど多様

なレベル の主体による管理 (managenent)が 行われてお り (同 1997)、 外国人居住

者の書 き言葉使用に関 しても様々な管理が行われていると想定 され る。本稿では、

その一つ として、外国人施策や市民活動の一環 として設置 されている外 国人相談所
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を取 り上げた。外国人 は周囲の人々か ら何 らかの支援を受けて生活 しているが、相

談所 もそのネ ッ トワー ク 2)を 補完す る存在であ り、筆者の間き取 り調査では、文

書が重要な役割を持つ制度的手続 きへの支援が報告 された。本稿では、外国人居住

者の リテ ラシー問題 について、相談員が外国人への支援 を実施す るにあたつて何 を

問題 と認識 したか とい う観点か ら分析 した。

2.先 行 研 究 と理 論 的枠組み

リテラシー研究では、書き言葉使用 を状況的、実践的に捉 えよ うとする流れが 80

年代 より起 きている (Street 1998:菊 池 1995)。 その中では、テ クス トが使用 され

る場にお ける会話や社会的ネ ッ トワー ク、読み書きができない人 を助ける リテ ラシ

ーの仲介者 の重要性 が説 かれ (Heath 1983;Fingeret 1983;Wagner et.a11986)、

リテラシー を社会的実践 として捉 える New Literacy Studiesと 呼ばれる一連の研

究において、主要な要素 として扱 われている (Street 1993,2000;Barton 1994;

Baynham 1995; 他 )。

日本の外国人居住者 の リテラシー研究については冒頭で述べた通 りである。外国

人の生活における読み書 きの習得や 文字接触を扱 つた研究には、衣川 (1998)や金

子 (2001)が あるが、まだ例は少 ない。

言語問題 を、言語の内部構造のみではなく実質行動から捉え、様 々な レベルの主体に

よる管理 (management)を 提唱 した ものに、言語管理理論 (Neustupn,1994;ネ ウ

ス トプニー 1997)が ある。管理は、 ミクロレベルでは相互行為の参加者によつて行

われ、コミュニケー シ ョン規範か らの逸脱―留意 ―留意 された逸脱 の評価―調整計

画―調整実施  とい う一連のプロセ スで示 され る。このプロセスにおける評価 には、

肯定的評価や否定的評価 、あるいは評価 しないな ど複数の可能性 があ り、否定的に

評価された逸脱が言語 問題 とな り、調整 の対象 となる (以 上、同書 )。 石井 (1998)

は外国人 との共生を構築す るための調整行動を類型化 し、日本人 による支援志向の

調整行動の一部 として、生活領域へ の同行や生活情報の提供 を挙 げている。

本稿では外国人相談所 の事例を扱 うが、外国人か らの依頼 と相談員の対応 を、双

方による複合的な管理 として捉え、次のように解釈す る。外国人は、ある実質行動

に参加できないことに対す る調整 として相談所を利用す る 3)。 相談員は依頼を通 し

て留意 した外国人相談者 の逸脱を否 定的に評価 し、支援 とい う調整 を実施す る。こ
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の否定的評価は烙印的な意味ではな く、相談者 自身に とってマイナスであ り、支援

を要す ると判断す る評価である。外国人居住者の リテラシー問題 を相談員の報告を

通 してみた場合、相談員が何 に対 して否定的評価 をしたか とい う観点か ら捉 えるこ

とができ、実施 した調整 (本 稿では支援的調整 と呼ぶ)を 、必要 とされ る支援 とみ

ることができる。

3.調 査 概 要

調査地域は、関東のある県内の 2つ の市である。都市部に位置 し、外国人登録者

の人口比率はそれぞれ 1.9%と 2.4%で 、全国平均の 1.57%を 上回る 4)。 日系人な

ど特定の地域の出身者が集住 しているとい う特徴はない。本論で対象 とす る外国人

相談所は、各市で発行 されている多言語版生活ガイ ドブ ック、NGOが 編集 し市販 さ

れている 2ヶ 国語 による生活マニュアルブ ックから、外 国人のために設置 された、

その市内で利用できる相談機 関 として抽出 した。各相談所 については以下の通 りで

ある 5)。

公的機関の相談所 :相 談所 A～ E

A～ Dは 県や市の国際交流協会 による外国人相談所で、「日常生活や行政・施設に

ついての情報提供 な ど各種の相談」を掲げている。Eは公共職業安定所内に設置 さ

れた職業生活相談室で、生活 と労働の相談を受けている。相談員は嘱託で、各言語

の指定曜 日に配属 されている。相談形態は電話または来所である。対応言語 :英語

(相 談所 ABCDE)、 スペイン語 (ABCDE)、 ポル トガル語 (DE)、 韓国語 (AD)、 中国語

(CD)、 ドイツ語 (A)、 日本語を使用す る相談者へは 日本語で も対応す る (ABCDE).

民間の外 国人支援 団体 :相 談所 F、 G

市の生活ガイ ドブ ックには、「在留資格、賃金、離婚 な ど法律 に関わることか ら

生活全般 の相談」、または 「human rights and related issues」 への支援団体 とし

て掲載 されている。このよ うな相談所は全国的に各県に 1～ 2ヶ 所であ り、設置 さ

れていない県もある。ボランテ ィア組織であ り、相談員 はその一員である。相談形

態は電話または来所で、必要に応 じて相談員が手続機 関に同行す る。対応言語 :日

本語 (相 談所 FG)、 英語 (FC)、 スペイン語 (FG)、 タガ ログ語 (FG)、 タイ語 (F)、

その他必要に応 じて通訳 を手配す る (FG)。

84
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ンタ ビュー は、相 談所 か ら各 1名 の相 談員 に経験 に基 づ いた報告 を依 頼 したが、

Dは相 談所 の意 向 に よ り相談活 動 を管轄す る職員 が対応 記録 に基 づ いて報告 し

相 談員 は全 て 日本語 を母語 と し、以 下の言語 または平易 な 日本語 で対応 してい

イ ン タ ビュー回答者 は以下の通 りで あ る。本稿 中の例 で は各 回答者 を A～ Gで

た。

相談員。スペイ ン語対応。相談経験 10年以上。女性。

職員。相談業務 も兼ねることがある (英語対応 )。 男性。

相談員。英語 。スペイン語対応。相談経験 4年。男性。

職員。女性。

相談員。スペイン語対応。相談経験 10年以上。男性。

相談員。平易な日本語で対応し、必要に応 じ通訳を手配する。相談経験 10年以上。女性。

相談員。英語を交えた日本語で対応 し、必要に応じ通訳を手配する。経験 10年以上。女性。

イ

Bと

た。

た。

不 し

A

B

C

D

E

F

G

回答者 に対 し、次の内容について半構造化インタビューを行った。

外国人か らの相談内容には どのよ うなものがあるか。書類手続 きな ど、書

き言葉使用 との関連が深 い相談 としては どの よ うな ものを依頼 されたか

(特 に非漢字圏出身者か らの相談について )。 それ らの相談に対 し、どのよ

うに対処 したか。

インタ ビュー内容 の記録は、承諾 された方法が、録音が 3ヶ 所、 ノー トヘの書

き取 りが 4ヶ 所であつた。文字化資料 を作成 した後、内容に基づき、回答者が相

談事例 を語 る上で示 した否定的評価 を リテラシー問題、それへの対応 を支援的調

整 として抽 出 し、分析 した。本稿 中に挙げた例は、事例 を簡潔 に示すために要約

して記 した。

以下、イ ンタビュー回答者を回答者 、相談を した外国人 (非 漢字圏出身者 の事例

を扱 う)を 相談者、相談に対応 した人を相談員 と呼ぶ。

4.報 告 事 例 にみ られ た リテ ラ シー 問題 と支 援的調整 の分 析

各回答者 か ら共通 して得 られた相談者 の 日本語能力は、会話がほ とん どできない

か、平易な会話ができても複雑な事情 の説明ができないこと、仮名 は読めて も漢字

仮名交 じり表記の文書は理解できない ことであつた。
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相談は、市民税の納付書が読めず に持参 した とい うよ うに、文書が直接の対象 と

なるケースもあるが、多 くは生活上必要な制度や 問題的状況への対処法を求 めて起

こり、それに続 く手続 きの過程で文書が関わつていることが報告 された。そのため、

本論では、相談所による支援が行われた段階を、実質行動 を選定す る段階 (テ クス

ト使用場面が明示 され ない段階)と 、実質行動 を遂行す る段階 (テ クス ト使用場面

が明示 された段階)と して設定 し、以下 4.1と 4.2で 扱 つた。 この実質行動は、本

稿では手続 きなど書 き言葉 を伴 う社会文化的行動 を意味す る。また、生活上生 じた

トラブルの相談では、その経緯を把握する上で、相談員が過去に使用 された文書を

確認す る必要性が生 じた ものも報告 された。本稿ではそれ を 4.3で 扱つた。

4.1 実 質行動 を選 定 す る段 階

この段階における支援 的調整は、相談の内容 により、4.1.1と 4.1.2に 分類 され

た。

4.1.1 ある社会的活動への参加や行政サー ビスの利用方法を説明する

社会的活動への参加や行政サー ビスの利用方法についての相談は、主に公的機 関

の相談所が担つてお り、例 1や例 2な どの例が報告 された。これ らにみ られ るよ う

に、相談員が示 した問題 は、相談者が制度や手続 き方法 を知 らない、あるいは制度

的情報が漠然 としてい るため適用条件や具体的方法が分か らないことであつた。そ

れ らに対 し相談員は、適用 され る制度を選定 し、具体的な適用条件や手続 き方法を

伝えるとい う支援的調整 を実施 していた。

匝コ  子どもが生まれたらどうしたらよいか、保育所を利用するにはどうしたらよい

か、仕事を探すには どうした らよいかなど、生活 に関わる制度や公共機関の利用法が分

か らないことによる問い合わせがある。 (A、 B、 C、 D、 E)

日  出産後にお金 が もらえることを人か ら聞いた とい う問い合わせがあつたが、そ

の相談者は、出産一時金は国民健康保険加入者が対象であるとい う条件を知 らなかつ

た。 (C)

4.1.2 生活上 の 問 題 的状況へ の 制度的対処 法 を選 定す る

例 3～ 6は 、生活上困難に遭遇 したことによる相談の例である。このよ うに、相
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談員か ら報告 された問題 は、相談者 が適用可能な制度 を知 らない、制度的情報が漠

然 としてい る、自己の状況 と制度 を的確 に結び付 け られない、複数の件が複合 し解

決策を見い出 しにくい ことであつた。そ して、制度的情報を本人のケース として明

確化 し、具体的方法に振 り分けるとい う支援的調整が行われ、時には専門家にも協

力を要請 していた。特 に複雑なケー スは民間の外国人支援団体に寄せ られてお り、

必要性か ら 4.2の 実質行動の段階の支援が連続 して行われていた。

区コ 勤務中に負つたけがの治療費や療養についての相談で、相談者は労災制度につ

いてよく理解 していなかつたため、制度と申請方法を説明した。 (A、 E、 F、 G)

匝コ 家庭問題で相談 し、事情からやむを得ず離婚を選択 した相談者が制度上の離婚

方法を知 らない場合、協議離婚と調停離婚があることと、その具体的方法を説明する。

(F、 G)

区コ  ある女性は、未婚の子どもには胎児認知届をして日本国籍を申請するという情

報を同国出身者から聞き、自分で届出を試みたが、受理に至らず困惑 した。その人は、

特別な事情があるため別の証明手続きが必要であることを理解 していなかった。 (F)

回コ 離婚関連の相談には、親権や養育費、生活費、在留資格の問題も付随する。(F、

G)

先行研究における リテ ラシーの仲介者は、制度的手続 きにおいては官僚制度の仲

介者 (bureaucracy mediators)(」 ones 2000)と もなることが提示 されている。た

だ し、基本的にはテ クス トが使用 され るコミュニケーシ ョン・イベ ン ト (リ テラシ

ー・イベ ン ト)で の相互行為が分析 の対象 となつている。本稿で扱 う外国人相談所

は、生活相談 として依頼 を受けてい るが、手続 きとい うテクス ト使用場面に導 くと

い う点で、 この段階で リテラシーの仲介者 としての役割 を開始 していると言 える。

しか し、テ クス トは明示 されていない段階であるため、ここでの役割は、個人的事

情を聞いて適用 され る制度 を選定す る とい う制度的仲介であると捉 えられ る。

2 実質行動 を遂行す る段階

この段階の支援的調整は、以下の 4.2.1～ 4.2.3に 分類 された。

2.1 実質行動 を推進 する会話 を支援する

4.

4.
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4.1の 制度的説明の後、相談者が手続機関を利用す る際、窓 口と会話ができない

ために滞 るケースがあることが問題 として報告 された (A,B,C,E,F,G)。 窓 口との相

互行為の点火 には会話が用いられ、会話を通 して個人的事情が制度的実践に移行 し

ていくと考 えられ るが、それができないことも支援的調整の対象 となっていた。 し

か し、相談所 と手続機 関の地理的距離 (相 談所が市役所内にある所は相談員が窓 ロ

に出向 く)や 、相談所 の支援体制 (同 行が可能か)に よつて、支援的調整 の方法 (同

行する、手続機関に電話 で用件を伝 えてお く)に 違いがみ られた。特に外国人支援

団体は、生活保護や在留特別許可の よ うに事情の審査が厳 しい申請には同行の必要

性を示 し、同行可能な支援体制が とられていた。

4.2.2 実 質行動の進 行 を支援す る

手続 きの中には、複数 の証明書類 の提出が求め られ るものや、郵送によるや り取

りがあるもの、手順 を踏 んだ継続的な手続きを要す るものがある。特に外国人支援

団体が扱 う件は継続的な手続 きを要す るが、相談者は手続 きや進行 をよく理解 して

いないた め、相談員がそれ らを把握 し、行動 を方向付 ける必要性が報告 された。

4.2.3 テ クス トを説 明す る

文書が使用 される際にそれが読めないとい う問題は、対応事例 を通 して全ての回

答者か ら示 され、例 7～ Hな どの例が報告 された。文書は、本人が直接受 け取つた

ものと自宅に送付 され た ものがあった。その問題の レベルは、テクス トが使用 され

る社会的意味を理解 していない、テ クス トが何であるか判別ができない、テクス ト

の記述内容が理解できない (漢 字の他 に、レジスターや制度的・社会文化的スキー

マの不理解 が挙げ られた)こ とに細分化 された。例えば例 7の 相談者は、受信 した

文書の判別や過去の文書の社会的意味が理解できていなかつたが、例 8で は、相談

者は社会的文脈 を理解 した上で内容の説明を求めてお り、異なるレベルで相談員の

支援的調整 を引き出 していた。

□  ある女性は、前年に続いて生活保護 と児童手当を申請 し、その結果通知が自宅

に届いたが、読めないため持参 した。その人は 2種類の文書が識別できていなかつた。

その説明をする過程で、昨年度の同手当について受け取つた認識が曖味であることも提

示された。その人は支払い通知書が送付されていたことを知らず、相談員はその説明も

した。 (C)

□  相談所を利用 して申請手続き等の支援を受けた相談者は、市役所や家庭裁判所
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か らの文書が 自宅に届いた場合、読めないため説明を求めて くる。その際、経緯か ら「こ

れは何々か らだ と思 う」 と推測 して持参する。 (F、 G)

回回  役所や裁判所 か らの文書 は語彙や表現が難 しく、そのまま音読 して も意味が通

じないため、平易な 日本語や相手言語で言い換 える必要がある。例えば「親権者変更調

停・審判 申立書」には、「申立人」「相手方」「申立の趣 旨」「申立の実情」「親権者指定

の態様」「未成年者の養育」な どの項 目がある。また、元夫への養育費請求の手続き書

類を 日本語で説明 した際に、相談者 は「資産」と「収入」の意味が分か らず聞き返 した。

(F)

厘亘国 市民税や国民健康保健の納入通知書が読めずに持参す る相談者がいるが、支払

い方法な ども知 らないため、その制度的説明も合わせて行 う。 (B、 C、 D、 E)

回  離婚問題で関わつたシングルマザーが、保育所や小学校入学当初に文書の説明

を求めることがある。制度や準備す る物が分か らないので、社会文化的背景 も説明する。

(F、 G)

リテ ラシー の仲介 は 、書 かれ た言 葉 と受 け手 の間 に、社 会 的・ 言語的・知識 的隔

た りが認識 され る こ とに よって行 われ るもので あ る (Baynham and Masing 2000)。

リテ ラシー の仲介者 は相 手 のた め に 、モー ド・ スイ ッチ ング (書 き言葉 を話 し言葉

に替 える )、 レジス ター・ スィ ッチ ン グ (専 門用語 と日常用 語 を変換す る )、 コー ド・

スイ ッチ ン グ (言 語 を変 換す る)を 行 う (Baynham 1995)。 特 に、相談所 か ら報告

され た法的、制度 的領 域 で は、そ の知識 的隔た りを縮 め るた めの レジスター・ スィ

ッチ ングが重 要 であ り、さ らに理解 を促進す るには意 味 交渉や相 手言語へ の変換 も

必 要 とな る。

4.3 過 去 に 使 用 され た テ ク ス トの 確 認

生活 問題 の相 談 (上 記 4.1.2)で は 、事実や経緯 を確認 す る際 、例 12～ 16の よ う

に、過 去 に交 わ され た文 書 を相 談者 が理解 していなか った こ とが発覚 した とい う例

が報 告 され た。

四  ある男性は、会社 の解雇に伴い会社名義で借 りていたアパー トの退去を迫 られた

が、当初聞いた契約期限ではないため、納得できずに相談 した。不動産屋は賃貸契約書

の解約条件に基づいて正 当性を主張 したが、相談者は読めないために理解 していなかっ

た。 (A)
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日  勤務中のけがに会社が対応 しなかつたことで相談 した男性 は、そのことをきつか

けに、給与明細書から毎月引かれている 1,100円 の項目が何であるかにも疑間を持つた。

(A)

日  ある男性は、勤務中のけがに会社が対応 しなかったため、労災申請を行つた。し

か し、その後何の支払いもないため相談所を訪れた。相談員が確認 した ところ、労災が

不認定であ り、不服がある場合には 60日 以内に申立てるよ うに とい う通知が本人宅に届

いてお り、それが読めずに放置 していたことが分かつた。相談の時点では既に 60日 の期

限を過 ぎてお り、労働基準監督署に問い合わせ ると、決定済み とい う返答を受 けた。(F)

囮  夫 (日 本人)か らサインを求め られた文書が離婚届であることを知 らず、後で離

婚の成立を知った とい うケースがあつた。 (F、 G)

日  離婚届にサインして提出 したが、親権記入欄の説明を夫 (日 本人)がせず、子の

親権が夫になっていたことが後で分かつたとい うケースがあつた。 (F、 G)

これ らの背景 には、外 国人 と 日本 人双方がテ クス ト使 用 時 に調整 を実施 しなかつ

た とい う、当事者 の言語 管理 の問題 が ある。外 国人 当事者 は適切 な時期 に人 に開 く

な どの調 整 を行 わず 、 日本 人 当事者 (雇 用者や 夫 な ど)も 説 明 とい う調整 を行 わな

かつた こ とが推測 され る。 日本 人 当事者 が調整 を実施 しない要 因 には、外 国人 との

非対称 的 な関係 が あ る と考 え られ る。外 国人 労働者 問題 で は 、厚 生労働 省 が 1993

年 よ り「外 国人 労働 者 の雇用 。労働 条件 に関す る指針」 を作成 して雇 用者 に呼びか

けてい る ものの、雇 用条件 の明示や 労災 の申請 に協力的 で は ない雇用者 が い るこ と

が指摘 され てい る (厚 生労働省 2002、 日本弁護 士連合会 2004)。 また、外 国人女性

が 日本 人 配 偶者 との力 関係 の差 に よって厳 しい状況 に置 かれ るケー スが あ るこ と

は法律相 談 の関係 者 が指摘 してお り、 日本弁護 士連合会 (1997)は 上記 の よ うな離

婚届 の例 も挙 げてい る。

例 14～ 16で は、外 国人 当事者 が理解 していない文書 が効 力 を発揮 し、本 人の意

識 とは異 な る事 実 を作 つていた。法や官僚 の権 力構造 にお い て文 書 は 「証拠 として

の リテ ラ シー (Literacy as Evidence)」 と しての役割 を持 つ (Hamilton 2000)。

これ らの うち、労災 の件 は労働 問題 の専門機 関 の協力 を得 て言葉 のハ ンデ ィ とい う

理 由で再 審査請 求 を し、離婚 問題 は家庭裁判所 に調停 を 申立 て る とい う手段 が講 じ

られ たが 、いずれ も専門性 の高 い制 度的手段 が必要 とされ て い た。 また、離婚届 に
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ついては、外国人支援団体は経験か ら問題 を予測 し、協議離婚をすることになった相

談者に対 して、親権欄を含めて必ず第二者からの説明を受けてからサインするという、テ

クス トの管理への忠告を事前に行つていることが報告 された。

5.お わ りに

外国人居住者の リテ ラシー問題 を考えるには、書き言葉使用にも焦点を当てた議

論が求め られ るが、テ クス トのみ を単独で扱 うのではな く、社会的使用の観点か ら

捉 える必要がある。制度的手続 きの相談事例 をみると、外国人に とつての問題は、

制度の選定か ら具体的な手続 きへのアクセス、手続き行為の開始 と進行、テクス ト

の理解に至 る各過程で生 じていた。また、テクス トの不理解 にもその社会的意味や

判別の レベルが含まれてお り、本人がテ クス ト使用の社会的文脈や意味を把握 して

いない場合、不理解のまま放置 され る可能性が生 じていた。そ して、その文書が効

力を持つ ものであつた場合 、本人 に不利 な状況をもた らしていた例が報告 された。

これ らをみると、各段階で個人的事情 を制度的な手続 きに橋渡 しし、テ クス トの

使用を実質行動に位置づ ける仲介者 の役割は大きく、その利用を公共のもの とす る

相談所の必要性は高い と言 える。 しか し、報告 された支援的調整の方法は、各相談

所の支援体制に影響 されていた。特 に外国人支援団体は、問題の認識に基づいて各

段階を一貫 したきめ細かい対応 を とつていたが、限 られた資金や人材で運営 してい

るものであ り、どのよ うな機関が どのよ うな支援を行 うべきかは今後検討 される必

要がある。

本稿ではニューカマーの リテ ラシー問題 を扱 うが、外国人施策 (江橋 1993、 他 )

や言語サー ビス (河 原編著 2004、 他)等 の研究、お よび本稿 で取 り上げた参考

文献で用い られてい る外国人 とい う言葉 を使用す る。

ネ ッ トワークの定義 は、ボワセベ ン (岩 上 。池岡訳 1986)に 従い、「個人が組み

込まれている社会関係」 とす る。

3)調整には様々な方法があり、相談所の利用はその一つである。相談員からは、

外国人が相談所を利用する理由として、その人の身近なネ ッ トワークには、英

語以外で対応できる人、制度的情報や複雑な問題に対処できる人がいないこと

注
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が挙げ られた。

法務省 (2006)の在留外国人統計 と、県の同年の人 口統計資料 に基づ く。

この調査は研究 目的 とい うことで協力を得たが、情報 の公 開については、相談

者は もとより地域や相談所 、相談員の特定の可否 について相談所 によつて見解

が異 なつたため、 ここでは承諾 を得 られた範囲で記述 した。以下に、主な相談

内容 を年間の集計資料か ら抜粋 した。資料は、相談所 によつて集計項 目の設定

や公 開の可否に違いがみ られたため、項 目が詳細で許可 を得た ものを使用 した。

ある公的機関の相談所の主な相談内容 (2006年 作成資料 より抜粋、数字は相談

件数 )

労働 (仕事探 し:5、 ハローワーク紹介 :5、 他 )、 教育・保育 (保育園 :23、 幼稚園 :10、

就学援助 :4、 入学・編入 :4、 他 )、 保健・医療 (病院紹介 :15、 予防接種 :3、 乳幼児

医療手当:2、 他 )、 税金・保険 (国 民健康保健 :35、 市民税 :7、 出産一時金 :3、 扶養・

特別控除 :3、 法人税 :2、 所得申告 :2、 自動車税 :2、 年金 :2、 他 )、 福祉 (児童手当 :12、

障害児への援助 :7、 療養手帳 :2、 他)、 婚姻関係 (婚姻に必要な手続 :5、 婚姻届 :2、

婚姻 とビザ :2、 他)、 外国人登録 (外 国人登録 :10、 ビザ申請 :7、 ビザ更新 :6、 帰化

申請 :6、 入管案内 :3、 出生届 :2、 ビザ変更 :2、 家族呼び寄せ :2、 転出時の手続き :2、

在留資格 :2、 他 )、 住居 (公営住宅 :10、 家探 し:5、 他 )、 その他 (運転免許、他 )

ある民間の外国人支援団体の主な相談内容 (2006年 作成資料より抜粋、数字は相

談件数 )

労働関係 (労災 :3、 賃金未払い :3)、 子ども (国籍 :8、 他 :15)、 医療 :17、 福祉 (生

活費 :14)、 婚姻関係 (離婚 :23、 暴力 :16、 親権 :5、 認知 :4、 結婚 :3、 養育費 :2)、

出入国関係 (在留資格 :21、 更新・資格変更 :9、 帰国 :2)、 その他 (民事裁判・調停 :9、

他 :30)
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Literacy Problems and Language Management fOr Foreign Residents in Japan:The

Case Studies of Consultation Service Centers for Foreigners

KANEKO Nobuko

It is diffioult for foreign residents to understand Japanese written language.

Literacy problems must be analyzed not only as reading ability, but also as social

use. In aspect of literacy as social and situational use, the factors of networks and

supportive others are important. In this study, interview researches are conducted

to some counselors in consultation service centers for foreigners about some case

of consultations related to written language is used'

Literacy problems for foreign residents are embedded in life consultation and

counselors support them in advance of the stage of text used situations: as they

make a selection of institutional procedures. In each of the stage concerned to text

used situations, the counselors recognized various literacy problems for foreigners,

and managed them.

(Chiba University Graduate School of Social Sciences and Humanities)
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